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  　証券コード2427

  平成25年３月12日

株 主 各 位  

 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号

 株式会社アウトソーシング
 代表取締役会長兼社長 土 井 春 彦

第16期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、当社第16期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席

くださいますようご通知申し上げます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することがで

きますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議

決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成25年３月26日（火

曜日）午後５時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上

げます。

敬　具

記

1.　日　　時 平成25年３月27日（水曜日）午前10時

2.　場　　所 東京都千代田区大手町一丁目４番１号

  ＫＫＲホテル東京　10階　「瑞宝の間」

  （当社は平成24年７月１日付で本社を静岡県静岡市から東

京都千代田区に移転しましたので、株主総会の開催場所を

上記のとおり変更いたしました。ご来場の際は、末尾の「会

場ご案内図」をご参照いただき、お間違いのないようご注

意願います。）

　 　 　

3.　目的事項  

　報告事項 1.　第16期（平成24年１月１日から平成24年12月31日まで）

事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人

及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

　  2.　第16期（平成24年１月１日から平成24年12月31日まで）

計算書類の内容報告の件

　決議事項  

　第１号議案 剰余金処分の件　

　第２号議案 取締役２名選任の件



－ 2 －

　第３号議案 監査役１名選任の件

　第４号議案 監査役の報酬額改定の件　

　第５号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

以　上


※当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付

にご提出くださいますようお願い申し上げます。

※本招集ご通知に添付すべき書類のうち、以下の①及び②に記載する書

類につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、インター

ネット上の当社ウェブサイト（http://www.outsourcing.co.jp)に掲載

しておりますので、本添付書類には記載しておりません。

①連結計算書類の「連結注記表」

②計算書類の「個別注記表」　

※株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正

が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト

（http://www.outsourcing.co.jp）に修正後の事項を掲載させていただ

きます。
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（添付書類）　

事　　業　　報　　告

( 平成24年１月１日から
平成24年12月31日まで )

　
1.　企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況
①　事業の経過及び成果

　当連結会計年度における事業環境は、上期においては長引く欧州債務
問題や円高の影響により先行きは不透明ながらも、１－３月期に実質Ｇ
ＤＰ成長率の前期比年率＋5.7％が示したとおり、エコカー補助金や震災
復興需要の拡大、新興国の底堅い経済成長に牽引され、半導体や液晶テ
レビメーカーなど一部のメーカーが経営危機に陥った悪材料を吸収して
国内景気は拡大の動きが見られました。しかし、下期に入るとエコカー
補助金の駆け込み需要の反動や、継続する円高と脱却できないデフレ不
況、新興国メーカーの台頭によるメイド・イン・ジャパンの付加価値低
下に加え、８月の尖閣諸島問題からの中国国内での反日感情による日本
製品不買運動が日本国内の経済活動に多大な影響を与え、国内メーカー
の生産活動は減少傾向が顕著となるなど、短い周期でマクロ環境が大き
く変わり、当業界に対するメーカーのニーズは高度化かつ多様化の一途
を辿っております。
　このような事業環境の中、国内生産の減少に対して同業他社が販売管
理費の調整に走って事業規模が縮小していく状況に対して、当社グルー
プは高度化かつ多様化するメーカーニーズへの対応に向けて、研究開発
部門の強化や生産と繁閑サイクルの異なる事業の強化、グローバル対応
の体制強化などの先行投資を拡大したことで、収益は一時的に圧迫され
ましたが、中国の反日運動の影響を受けながらも、過去 高となるグル
ープ外勤社員数を更新いたしました。
　また、当社本社を７月に東京へ移転したことにより一過性の費用が発
生いたしましたが、複数グループ会社の同一フロアへの集約によって効
率化を実現し、同時に各社の事業領域におけるノウハウや人材の相互活
用によるシナジー創出を進めました。
　これらの結果として、３期連続となる過去 高の売上高を更新しアウ
トソーシンググループとして、次期における業績拡大に見通しをつけま
した。
　この結果、当連結会計年度の売上高は42,090,453千円（前期比29.9％
増）、営業利益は1,000,512千円（前期比77.6％増）、経常利益は1,153,906
千円（前期比64.2％増）、当期純利益は641,670千円（前期比229.8％増）
となりました。
　

②　設備投資の状況
　当連結会計年度における設備投資は、主に本社内装工事やシステム開
発等による総額230,903千円であります。
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③　資金調達の状況

　当連結会計年度の設備投資に係る所要資金につきましては、自己資金

により充当いたしました。
　
④　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

　該当事項はありません。　
 
⑤　他の会社の事業譲受けの状況

　重要な事項はありません。　
　
⑥　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の

　　承継状況

　イ．平成24年４月30日付で当社連結子会社である株式会社ニッソーサ

　　　ービスが、技術部門に係る事業を当社連結子会社である株式会社

　　　アウトソーシングテクノロジーに承継させる会社分割（吸収分割

　　　）をした後に、平成24年５月１日付で当社が株式会社ニッソーサ

　　　ービスを吸収合併しております。　　

　ロ．平成24年５月１日付で当社連結子会社である株式会社アウトソー

　　　シングセントラルが、製造部門に係る事業を当社に、技術部門に

　　　係る事業の一部を当社連結子会社である株式会社アウトソーシン

　　　グテクノロジーに承継させる会社分割（吸収分割）をし、株式会

　　　社アネブルに商号変更しております。　　　　　　　　　　　　

⑦　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の

状況

　イ．平成24年１月30日付でアスカ・クリエイション株式会社の自己株

式10株を除く全株式390株を取得し、新たに当社連結子会社となっ

ております。

　ロ．平成24年２月１日付で当社連結子会社である株式会社アウトソー

シングテクノロジーから当社連結子会社である株式会社アウトソ

ーシング・システム・コンサルティングの全株式を取得しており

ます。

　ハ．平成24年２月15日付で当社連結子会社であるPT.OS ENGINEERING

& CONSULTANT INDONESIAがPT.OS SERVICE INDONESIAを設立し、そ

の持分は49.0％と100分の50以下ではありますが、実質的に支配し

ているため、当社連結子会社となっております。

　ニ．平成24年３月23日付で当社連結子会社であるOS VIETNAM CO.,LTD.

が49.0％、ASIA HUMAN RESOURCES POWER CO.,LTD.が51.0％の共同

出資により、OS POWER VIETNAM CO.,LTD.を設立しております。

　ホ．平成24年３月28日付で当社連結子会社である株式会社アウトソー

シングセントラルの株式を追加取得し、持分は95.1％となってお

ります。
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　ヘ．平成24年５月１日付で当社連結子会社である株式会社ＯＲＪから

当社連結子会社であるＯＳセミテック株式会社の全株式を取得し

ております。

　ト．平成24年７月30日付で株式会社グレイスケールの全株式を取得し、

新たに当社連結子会社となっております。これにより同社の子会

社である古籟依（大連）信息科技有限公司は、新たに当社連結子

会社となっております。

　チ．平成24年７月31日付で当社連結子会社であるOS VIETNAM CO.,LTD.

が合弁会社OS POWER VIETNAM CO.,LTD.の株式を追加取得し、新た

に当社連結子会社となっております。

　リ．平成24年10月23日を払込期日とする株式会社トライアングルの募

集株式の発行に際し、その全てとなる400株を引受けて取得してお

ります。

　ヌ．平成24年11月16日を払込期日とするREVSONIC-ES株式会社の募集株

式の発行に際し、エルゼクス株式会社がその全てとなる1,200株を

引受けて取得しております。

　ル．平成24年11月21日付で当社連結子会社である株式会社大生エンジ

ニアリングの全株式を当社連結子会社である株式会社ＯＲＪに譲

渡しております。

　ヲ．平成24年10月12日開催の取締役会において、株式の名義変更が決

議され、実質的に支配しているため、平成24年12月１日付で

PT.SELNAJAYA PRIMAは新たに当社連結子会社となっております。
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

①　企業集団の財産及び損益の状況　

区 分
第 13 期

（平成21年12月期）
第 14 期

（平成22年12月期）
第 15 期

（平成23年12月期）

第 16 期
(当連結会計年度)
（平成24年12月期）

売 上 高（千円） 17,964,396 28,386,708 32,397,745 42,090,453

経 常 利 益（千円） 22,141 1,401,318 702,774 1,153,906

当 期 純 利 益 又 は
当期純損失(△)(千円)

△215,744 760,120 194,575 641,670

１株当たり当期純利益
又は当期純損失(△)

△1,511円00銭 52円46銭 13円48銭 44円46銭

総 資 産（千円） 9,365,465 10,707,735 11,921,809 13,866,410

純 資 産（千円） 2,933,221 3,475,542 3,670,664 4,511,869

１株当たり純資産額 19,180円08銭 230円88銭 238円40銭 283円24銭

　（注）　　平成22年11月15日付で当社普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。

　　　　　　なお、第14期の１株当たり当期純利益又は当期純損失（△）及び１株当たり純資

　　　　　　産額は、株式分割が期首に行われたものとして算出しております。

　

②　当社の財産及び損益の状況

区 分
第 13 期

（平成21年12月期）
第 14 期

（平成22年12月期）
第 15 期

（平成23年12月期）

第 16 期
　(当事業年度)　
（平成24年12月期）

売 上 高（千円） 13,823,975 16,989,957 17,849,642 21,780,820

経 常 利 益（千円） 165,428 1,010,031 344,651 378,073

当期純利益（千円） 102,129 659,740 141,327 70,487

１株当たり当期純利益 715円28銭 45円53銭 9円79銭 4円88銭

総 資 産（千円） 5,966,235 7,889,326 8,536,428 10,026,910

純 資 産（千円） 3,183,766 3,586,124 3,659,670 3,626,813

１株当たり純資産額 21,050円20銭 245円18銭 247円23銭 244円15銭

　（注）　　平成22年11月15日付で当社普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。

　　　　　　なお、第14期の１株当たり当期純利益及び１株当たり総資産額は、株式分割が期

　　　　　　首に行われたものとして算出しております。　
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(3) 対処すべき課題

　今後の世界経済の見通しにつきましては、先進国は欧州の債務問題に代

表されるように成長ペースの鈍化が懸念されますが、回復の兆しを見せ始

めた北米やＡＳＥＡＮ地域をはじめとするアジア新興国の堅調な経済成長

に期待が寄せられております。

　また、国内経済におきましては、遅れていた東日本大震災の復興の進展

による需要が見込まれ、また、政権の交代によって様々な景気刺激策が実

施され、為替相場も円安に進み始めていることからメーカーの生産が上向

くことが見込まれますが、電力問題や少子高齢化による市場の縮小等、い

まだ解決の糸口が見えない課題が山積する中、昨今の新興国メーカーの台

頭によってメイド・イン・ジャパンの付加価値が低下し、当社の主要顧客

である国内メーカーにおいては、世界情勢のわずかな環境変化の影響も受

け易くなっており、生産計画のボラティリティが高まっております。

　このように先行きが不透明な事業環境の中で、当社グループが国内事業

のみならずＡＳＥＡＮ地域を中心とした海外事業を強化・推進し持続的成

長を実現するために、以下を対処すべき主要課題と捉えております。

　

①　国内事業の強化推進

　当社グループの売上高の大半を占める国内事業においては、中長期的

にメーカー製造部門のさらなる海外移管の進行は不可避と認識しており

ます。

　これに対して当社グループでは、法改正を含めた政策などで短期的に

は復調が見え始めた国内生産において、特に裾野の広い輸送機器関係や

住宅産業関係を中心に成長が見込める「ものづくり」の分野に注力し、

メーカー研究・開発部門における受注を拡大するために、さらなる技術

力やノウハウの向上を図ります。

　しかし、生産現場の海外移管が今後も進行する環境下、メーカーは事

業再構築を実施して国内生産現場の労働力圧縮に動いており、この生産

現場を離れた労働力の４割は、新たな就業先として生産現場以外を選択

していると推測されております。当社では、この生産現場を離れた労働

力の雇用を確保するとともに、有効に活用することによって業績のボラ

ティリティを軽減するために、製造業の景気サイクルとは別サイクルで

動く、第３次産業での事業規模を拡大します。今まで積極的に進出しな

かったＩＴ・通信業界や建設業界、家電等のアフター・サービス市場を

開拓することでボラティリティリスクを排除し、持続成長を成す事業体

制を確立します。
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②　海外事業の強化推進

　主要取引先である輸送機器業界、住宅関連業界、電気（電子）機器業

界等では、国内の電力問題や少子高齢化による国内市場縮小等を背景に、

継続的な経済成長が見込める新興国市場への進出が増加傾向にあり、当

社グループも国内市場だけでは継続的な成長戦略が描き難くなっており

ます。

　当社グループではこのような状況に対応するために、ＡＳＥＡＮ地域

を中心としたアジアでの人材ネットワーク確立を急いでおり、平成22年

８月の中国子会社設立に始まり、平成23年にはタイ及びインドネシア、

ベトナムに子会社を設立しております。

　また、平成23年11月には、東アジアを中心に６カ国19拠点で生産アウ

トソーシング事業を営む株式会社ＯＳインターナショナルの株式を取得

し子会社化したことにより、アジアでの事業基盤を構築しました。平成

24年３月には、当社のベトナムにおける連結子会社OS VIETNAM CO.,LTD.

と現地法人であるASIA HUMAN RESOURCES POWER CO.,LTD.との合弁会社で

あるOS POWER VIETNAM CO.,LTD.を設立し、ベトナムの人材ビジネス事業

に関するライセンスを日系の製造系生産アウトソーシング業者として初

めて取得するなど、海外企業グループにおいて、拡大を続ける新興国市

場へと生産の海外移管を加速させてグローバルに高度化・多様化する日

系メーカーのニーズへの対応を強化し、中期経営計画における海外個別

重点戦略である「ＡＳＥＡＮ地域を中心とした、東アジア人材ネットワ

ーク確立」を推進いたしました。

　今後も海外での出店やＭ＆Ａを積極的に行い、成長する海外市場を開

拓し、海外売上比率を拡大いたします。

　

③　Ｍ＆Ａ及びアライアンスによる成長の加速

　当社グループでは、国内事業において「ものづくり」における成長分

野や技術力を要する川上工程、及び新たに進出する第３次産業分野にお

いて、経営資源を補完・強化するＭ＆Ａや他企業とのアライアンスを積

極的に推進いたします。これにより、事業シナジー創出による付加価値

の高いアウトソーシングサービスを提供いたします。

　また、ＡＳＥＡＮ地域を中心とした新興国市場への参入においては、

当社グループ各社が保有する広範かつ多様なアウトソーシングサービス

を融合し、現地の日系メーカーに適切かつ新たなサービスを提供いたし

ます。さらに、海外企業のＭ＆Ａや現地パートナーとのアライアンスを

積極的に活用し、さらなる優位性を確立することで、グローバル競争を

勝抜きます。
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④　人材育成による企業体質の強化

　人材を活用したビジネスを行う当社グループは、人材を も重要な資

産として捉えております。人材を適正に扱うため、また人材を扱った各

種サービスを適正に提供するための基礎的な知識・能力や、生産現場に

おける労務管理能力及び生産管理能力の向上への教育・育成を徹底し、

また、高度化・多様化し続ける顧客ニーズに迅速、柔軟かつ的確に対応

するためにも、優秀な人材確保及び人材育成を重要課題として取組んで

おります。

　特に今後は、当社グループの新規分野及び海外分野の経営を展開でき

る、世界で通用する規律・遵法意識を兼ね備え、多様な知識と経験を有

する有能な人材を、国籍や性別を問わず、グローバルに採用・教育する

ことが急務であります。

　また、グローバル経営の視点に立った同一目標・同一管理手法を確立

し、内部統制システムを加えて、国内グループのみならず海外子会社ま

で適用し、当社グループ全体のガバナンス強化、コンプライアンス体制

の拡充を図ります。

　

⑤　生産アウトソーシング業界整備

　生産アウトソーシング業界は、労働基準法をはじめ労働者派遣法及び

その他関係法令により規制を受けております。これらの労働関連法令は

頻繁に改正されており、平成25年４月１日には、改正労働契約法が施行

される予定です。

　一方、当業界を正社員との待遇格差や不安定な雇用といった問題が多

いとの認識で規制を強化・整備すれば、日本国内からさらに生産現場が

海外に移管され、逆に失業者が増加する可能性もあると示唆されており

ます。

　しかし、これらの規制強化により生産アウトソーシング業界が社会的

意義のあるものに整備されることは、上場企業でありコンプライアンス

を徹底してきた当社グループにとっては非常に大きなビジネスチャンス

になると考えております。また、当社グループは、新興国を中心とする

国際的競争に打ち勝つには、規制を強化するより日本人の働き方自体を

変え、終身雇用制度から卒業し、労働市場の流動性を高め経済変化に対

応できる雇用形態を構築する必要があると考えております。

　この構想に基づき、当社は生産アウトソーシング業者で初の日本経済

団体連合会の会員となり、当社会長兼社長は「雇用委員会」と「労働法

規委員会」の委員を務めております。これらの委員会への参加をはじめ、

自らが法整備をはじめ業界の安定雇用推進に努めることで、製造業の生

産性向上に寄与するアウトソーシング業界を築くことを目指してまいり

ます。
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(4) 主要な事業内容（平成24年12月31日現在）

当社グループは、生産アウトソーシング事業、管理業務アウトソーシン

グ事業及びその他の事業を行っておりますが、各事業の内容は以下のとお

りであります。

①　生産アウトソーシング事業

電気（電子）機器、輸送用機器、化学・薬品、食品、金属等の製造業

全般にわたるメーカーの製造工程の外注化ニーズに対応して生産技術・

管理ノウハウを活かして生産効率の向上を実現するサービスや、メーカ

ーの研究・設計・開発・実験・評価工程における技術ニーズに対する高

度な専門的技術サービス、並びにビルやプラントの設計・施工管理等の

建設関連の技術ニーズに対する高度な専門的技術サービスや、アプリケ

ーション開発・サイト構築等のＩＴ・通信関連の技術ニーズに対する高

度な専門的技術サービスを提供しております。

　

②　管理業務アウトソーシング事業

メーカーが直接雇用する期間社員の採用代行事業から、採用後の労務

管理や社宅管理等に係る管理業務受託事業、及び期間満了者の再就職支

援までを行う、一括受託サービスを提供しております。

　

③　その他の事業

自動車関連メーカーの研究開発における部品の試作や、レースを中心

とした自動車用高性能部品等の開発製造販売を行っております。
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(5) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

　　当社には、親会社はありません。

②　子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当 社 の
議 決 権
比 率

主要な事業内容

　  ％  

株 式 会 社 ア ネ ブ ル
（注）１

150,000千円 95.1
生産アウトソーシング事業
その他の事業

株式会社アウトソーシングテクノロジー 483,654千円 100.0 生産アウトソーシング事業

株 式 会 社 ア ー ル ピ ー エ ム 90,000千円 100.0 生産アウトソーシング事業

株 式 会 社 ト ラ イ ア ン グ ル
（注）２

40,000千円 100.0 生産アウトソーシング事業

エ ル ゼ ク ス 株 式 会 社 40,000千円 100.0 生産アウトソーシング事業

R E V S O N I C - E S 株 式 会 社
（注）３

40,000千円 94.3 生産アウトソーシング事業

株 式 会 社 ア ス ト ロ ン 10,000千円 70.0 生産アウトソーシング事業

Ｏ Ｓ セ ミ テ ッ ク 株 式 会 社
（注）４

50,000千円 100.0 生産アウトソーシング事業

株式会社アウトソーシング・
システム・コンサルティング

（注）５、６
100,000千円 100.0 生産アウトソーシング事業

アスカ・クリエイション株式会社
（注）７

50,000千円 100.0 生産アウトソーシング事業

株 式 会 社 グ レ イ ス ケ ー ル
（注）８

10,000千円 100.0 生産アウトソーシング事業

株 式 会 社 大 生 エ ン ジ ニ ア リ ン グ
（注）９

25,780千円 100.0 生産アウトソーシング事業

株 式 会 社 Ｏ Ｓ イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル 10,000千円 100.0 生産アウトソーシング事業

奥 拓 索 幸 （ 上 海 ） 企 業 管 理
服 務 有 限 公 司

5,219千人民元 100.0 生産アウトソーシング事業

O S ( T H A I L A N D )  C O . , L T D . 500万バーツ 49.0 生産アウトソーシング事業

OS Recruitment（Thailand）Co.,Ltd.
（注）10

500万バーツ 100.0 生産アウトソーシング事業

J.A.R．Services Co.,Ltd. 200万バーツ 100.0 生産アウトソーシング事業

PT.OS ENGINEERING & CONSULTANT INDONESIA 50万米ドル 100.0 生産アウトソーシング事業

P T .  O S  S E R V I C E  I N D O N E S I A
（注）11

40万米ドル 49.0 生産アウトソーシング事業

O S  V I E T N A M  C O . , L T D . 40万米ドル 100.0 生産アウトソーシング事業

OS POWER VIETNAM CO.,LTD.
（注）12、13

5,203百万ドン 75.0 生産アウトソーシング事業
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会 社 名 資 本 金
当 社 の
議 決 権
比 率

主要な事業内容

　  ％  

古籟依（大連）信息科技有限公司
（注）８

1,500千円 100.0 生産アウトソーシング事業

FARO RECRUITMENT(CHINA)CO.,LTD. 4,966千人民元 100.0 生産アウトソーシング事業

Faro Business Consulting(Dalian)Co.,Ltd. 4,777千人民元 100.0 生産アウトソーシング事業

FARO RECRUITMENT(HONG KONG)CO.,LIMITED 5,000千香港ドル 100.0 生産アウトソーシング事業

FARO RECRUITMENT(SINGAPORE)PTE.LTD. 100千星ドル 100.0 生産アウトソーシング事業

Faith Root Recruitment Vietnam Joint Stock company 1,500百万ドン 51.0 生産アウトソーシング事業

STAFF SOLUTIONS AUSTRALIA PTY LTD 150,002豪ドル 100.0 生産アウトソーシング事業

P T . S E L N A J A Y A  P R I M A
（注）14

1,425百万ルピア 42.0 生産アウトソーシング事業

株 式 会 社 Ｏ Ｒ Ｊ 50,000千円 90.0
管理業務アウトソーシング
事業
生産アウトソーシング事業

（注）1.　平成24年５月１日付で当社連結子会社である株式会社アウトソーシングセントラル

が、製造部門に係る事業を当社に、技術部門に係る事業の一部を株式会社アウトソ

ーシングテクノロジーに承継させる会社分割（吸収分割）をし、株式会社アネブル

に商号変更いたしました。

　　  2.  平成24年10月23日を払込期日とする株式会社トライアングルの募集株式の発行に際

し、その全てとなる400株を引受けて取得いたしました。　

　　  3.  平成24年11月16日を払込期日とするREVSONIC-ES株式会社の募集株式の発行に際し、

エルゼクス株式会社がその全てとなる1,200株を引受けて取得いたしました。

　　　4.　平成24年５月１日付で当社連結子会社である株式会社ＯＲＪから当社連結子会社で

あるＯＳセミテック株式会社の全株式を取得いたしました。

　　　5.　平成24年２月１日付で当社連結子会社である株式会社ＧＩＭは株式会社アウトソー

シング・システム・コンサルティングに商号変更いたしました。

　　　6.　平成24年２月１日付で当社連結子会社である株式会社アウトソーシングテクノロジ

ーから当社連結子会社である株式会社アウトソーシング・システム・コンサルティ

ングの全株式を取得いたしました。

　　　7.　平成24年１月30日付でアスカ・クリエイション株式会社の自己株式10株を除く全株

式390株を取得し、新たに当社連結子会社となりました。

　　　8.　平成24年７月30日付で株式会社グレイスケールの全株式を取得し、新たに当社連結

子会社となりました。これにより同社の子会社である古籟依（大連）信息科技有限

公司が新たに当社連結子会社となりました。

　　  9.　平成24年11月21日付で当社連結子会社である株式会社大生エンジニアリングの全株

式を当社連結子会社である株式会社ＯＲＪに譲渡いたしました。
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　　 10.　平成24年６月11日付で当社連結子会社であるPower Net Inter（Thailand）Co.,Ltd.は

OS Recruitment（Thailand）Co.,Ltd.に商号変更いたしました。

　　 11.　平成24年２月15日付で当社連結子会社であるPT.OS ENGINEERING & CONSULTANT

INDONESIAがPT.OS SERVICE INDONESIAを設立し、その持分は49.0％と100分の50以

下ではありますが、実質的に支配しているため、当社連結子会社となりました。

　　 12.　平成24年３月23日付で当社連結子会社であるOS VIETNAM CO.,LTD.が49.0％、ASIA

HUMAN RESOURCES POWER CO.,LTD.が51.0％の共同出資により、OS POWER VIETNAM

CO.,LTD.を設立いたしました。

　　 13.　平成24年７月31日付で当社連結子会社であるOS VIETNAM CO.,LTD.が合弁会社 OS

POWER VIETNAM CO.,LTD.の株式を追加取得し、新たに当社連結子会社となりました。

　　 14.　平成24年10月12日開催の取締役会において、株式の名義変更が決議され、実質的に

支配しているため、平成24年12月１日付でPT.SELNAJAYA PRIMAが新たに当社連結子

会社となりました。　

　　 15.　平成24年６月20日付で当社連結子会社であった株式会社エスティエスは清算したた

め、子会社から除外しております。
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(6) 主要な営業所等（平成24年12月31日現在）

①　当　社

本　  社　　東京都千代田区丸の内一丁目８番３号　　

本　　部　　静岡市葵区紺屋町１７番地の１

営 業 所　　千歳営業所（北海道）　　　　仙台営業所（宮城県）

　　　　　　庄内営業所（山形県）　　　　群馬営業所（群馬県）

　　　　　　茨城営業所（茨城県）　　　　千葉営業所（千葉県）

　　　　　　さいたま営業所（埼玉県）　　平塚営業所（神奈川県）

　　　　　　富士営業所（静岡県）　　　　藤枝営業所（静岡県）

　　　　　　浜松営業所（静岡県）　　　　刈谷営業所（愛知県）

　　　　　　名古屋営業所（愛知県）　　　富山営業所（富山県）

　　　　　　滋賀営業所（滋賀県）　　　　広島営業所（広島県）

　　　　　　福岡営業所（福岡県）　　　　大分営業所（大分県）

　

②　子会社

　株式会社アネブル　　　　　　　　　　　　　愛知県刈谷市

　株式会社アウトソーシングテクノロジー　　　東京都千代田区

　株式会社アールピーエム　　　　　　　　　　東京都新宿区

　株式会社トライアングル　　　　　　　　　　東京都新宿区

　エルゼクス株式会社　　　　　　　　　　　　東京都千代田区

　REVSONIC-ES株式会社　　　　　　　　　　　 横浜市港北区

　株式会社アストロン　　　　　　　　　　　　東京都新宿区　

　ＯＳセミテック株式会社　　　　　　　　　　東京都千代田区

　株式会社アウトソーシング・システム・コンサルティング

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都千代田区

　アスカ・クリエイション株式会社　　　　　　東京都千代田区

　株式会社グレイスケール　　　　　　　　　　東京都豊島区

　株式会社大生エンジニアリング　　　　　　　東京都中央区

　株式会社ＯＳインターナショナル　　　　　　東京都千代田区

　奥拓索幸（上海）企業管理服務有限公司　　　中華人民共和国上海市

　OS（THAILAND）CO.,LTD.　　　　　　　　　  タイ王国バンコク市

　OS Recruitment（Thailand）Co.,Ltd.　　    タイ王国バンコク市

　J.A.R. Services Co.,Ltd.　　　　　　　　　タイ王国チョンブリ県

　PT.OS ENGINEERING & CONSULTANT INDONESIA　インドネシア共和国

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャカルタ市
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　PT. OS SERVICE INDONESIA　　　　　　　　　インドネシア共和国

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャカルタ市　

　OS VIETNAM CO.,LTD.　　　　　　　　　　　 ベトナム社会主義共和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国ハノイ市

　OS POWER VIETNAM CO.,LTD.　　　　　　　　 ベトナム社会主義共和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国ハノイ市

　古籟依（大連）信息科技有限公司　　　　　　中華人民共和国大連市

　FARO RECRUITMENT(CHINA)CO.,LTD.　　　　 　中華人民共和国上海市

　Faro Business Consulting(Dalian)Co.,Ltd.　中華人民共和国大連市

　FARO RECRUITMENT(HONG KONG)CO.,LIMITED　　中華人民共和国香港特

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別行政区湾仔区

　FARO RECRUITMENT(SINGAPORE)PTE.LTD.　　 　シンガポール共和国

　Faith Root Recruitment Vietnam Joint Stock company

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベトナム社会主義共和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国ハノイ市

　STAFF SOLUTIONS AUSTRALIA PTY LTD　　　　 オーストラリア連邦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シドニー市

　PT.SELNAJAYA PRIMA　　　　　　　　　　　　インドネシア共和国

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャカルタ市　

　株式会社ＯＲＪ　　　　　　　　　　　　　　大阪市北区
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(7) 使用人の状況（平成24年12月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

生 産 ア ウ ト ソ ー シ ン グ 事 業 12,796名 1,493名増

管理業務アウトソーシング事業 86名 0名

そ の 他 の 事 業 4名 1名減

合 計 12,886名 1,492名増

（注）1.　企業集団の使用人は、営業従事者、事務作業従事者及び管理職等の内勤社員と顧客

　　　　　メーカーにおいて現場作業に従事する外勤社員から構成されております。

　　　2.　生産アウトソーシング事業の使用人数が前連結会計年度末に比べ1,493名増加してお

　　　　　りますが、これは子会社の取得及び受注の増加に伴うものです。

　　

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

5,637名 236名減 36.9歳 1.2年

（注）　　当社の使用人は、営業従事者、事務作業従事者及び管理職等の内勤社員と顧客メー

　　　　　カーにおいて現場作業に従事する外勤社員から構成されております。

　

(8) 主要な借入先の状況（平成24年12月31日現在）

借 入 先 借 入 額

㈱ 静 岡 銀 行 1,779,461千円

㈱ 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,617,500千円

㈱ 三 井 住 友 銀 行 560,000千円

㈱ り そ な 銀 行 200,000千円

　

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

①　本店の移転

当社は、平成24年７月１日付をもって、本社を東京都千代田区丸の内

一丁目８番３号に移転いたしました。

②　東京証券取引所市場第二部上場及び大阪証券取引所JASDAQ（スタンダ

ード）上場廃止　

当社は、平成24年３月12日に東京証券取引所市場第二部に株式を上場

いたしました。これに伴い、株式売買の取引集約及び重複上場による管

理業務・管理コストの軽減を図るため、平成24年４月16日付で大阪証券

取引所JASDAQ（スタンダード）の株式上場の廃止申請を行い、同年６月

２日に上場廃止いたしました。
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2.　会社の状況

(1) 株式の状況（平成24年12月31日現在）

①　発行可能株式総数　　普通株式　32,000,000株

②　発行済株式の総数　　普通株式　15,569,800株（自己株式1,139,500

　　株を含む）

③　株主数 6,206名（前期末比1,057名増）

④　大株主（上位10名）

株　主　名 持株数 持株比率

土 井 春 彦 3,747,700株 25.97％

道 林 昌 彦 1,500,000株 10.39％

ザ　バンク　オブ　ニューヨーク 604,800株 4.19％

日本マスタートラスト信託銀行㈱ 539,700株 3.74％

ドイチェ　バンク　アーゲー　ロンドン 517,000株 3.58％

土 井 千 春 310,000株 2.15％

佐 野 美 樹 300,000株 2.08％

道 林 尚 輝 300,000株 2.08％

道 林 侑 輝 300,000株 2.08％

㈱ ア イ ・ コ ー ポ レ ー シ ョ ン 300,000株 2.08％

（注）1.　持株比率は自己株式（1,139,500株）を控除して計算しております。

2.　当社は、1,139,500株の自己株式を所有しておりますが、上記大株主からは除外して

おります。

3.　ザ　バンク　オブ　ニューヨークの正式名称は「ザ　バンク　オブ　ニューヨーク

　　メロン　アズ　エージェント　ビーエヌワイエム　エイエス　イーエイ　ダッチ　

ペンション　オムニバス」であります。

4.　ドイチェ　バンク　アーゲー　ロンドンの正式名称は「ドイチェ　バンク　アーゲ

ー　ロンドン　ピービー　ノントリティー　クライアンツ」であります。　
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(2) 新株予約権等の状況

①　当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権

の状況（平成24年12月31日現在）　

イ．平成20年８月18日開催の取締役会決議による新株予約権

・新株予約権の数

200個（新株予約権１個につき100株）

・新株予約権の目的となる株式の数

20,000株

・新株予約権の払込金額

無償

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１個当たり　58,800円（１株当たり　588円）

・新株予約権を行使することができる期間

平成22年10月１日から平成25年９月30日まで

・新株予約権の行使に際して株式を発行する場合の資本組入額

　　　　１株当たり　294円

・新株予約権の行使の条件

（ⅰ）新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」とい

う｡ ）が、当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは

従業員等の地位を失ったときは、新株予約権を行使できない。

ただし、新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき

正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでは

ない。

（ⅱ）その他の権利行使の条件は、定時株主総会及び取締役会決議

に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約

権割当契約書」に定めるところによる。

・当社役員の保有状況

 新株予約権の数 目的となる株式の数 保 有 者 数

取 締 役 200個 20,000株 1名

（注）　平成22年11月15日付にて、普通株式１株につき100株の割合で株式分割をし　

　　　　ております。これにより「新株予約権の数」、「新株予約権の目的となる

株式の数」、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」、「新

株予約権の行使に際して株式を発行する場合の資本組入額」が調整されて

おります。
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ロ．平成21年１月28日開催の臨時株主総会決議による新株予約権

・新株予約権の数

50個（新株予約権１個につき100株）

・新株予約権の目的となる株式の数

15,000株

・新株予約権の払込金額

無償

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１個当たり　95,400円（１株当たり　318円）

・新株予約権を行使することができる期間

平成22年６月18日から平成30年６月17日まで

・新株予約権の行使に際して株式を発行する場合の資本組入額

１株当たり　159円

・新株予約権の行使の条件

（ⅰ）新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」とい

う。）は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取

締役、監査役及び従業員等の地位にあることを要するものと

する。

（ⅱ）その他の権利行使の条件は、臨時株主総会において承認され

た株式会社フリーワークとの「合併契約書」に定めるところ

による。

・当社役員の保有状況

 新株予約権の数 目的となる株式の数 保 有 者 数

監 査 役 50個 15,000株 1名

（注）1.　平成22年11月15日付にて、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を　

しております。これにより「新株予約権の数」、「新株予約権の目的とな

る株式の数」、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」、　

「新株予約権の行使に際して株式を発行する場合の資本組入額」が調整さ

れております。

　　　2.　平成21年１月28日開催の臨時株主総会決議による新株予約権については、　

当社を吸収合併存続会社、株式会社フリーワークを吸収合併消滅会社とす

る合併（平成21年３月１日を効力発生日とする。）に際し、株式会社フリ

ーワークより、合併の比率１：３の割合で承継し付与したもので、目的と

なる株式の数については、増加後の数値を記載しております。
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ハ．平成21年９月14日開催の取締役会決議による新株予約権

・新株予約権の数

200個（新株予約権１個につき100株）

・新株予約権の目的となる株式の数

20,000株

・新株予約権の払込金額

無償

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１個当たり　68,600円（１株当たり　686円）

・新株予約権を行使することができる期間

平成23年11月１日から平成26年10月31日まで

・新株予約権の行使に際して株式を発行する場合の資本組入額

１株当たり　343円

・新株予約権の行使の条件

（ⅰ）新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」とい

う｡ ）が当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従

業員等の地位を失ったときは、新株予約権を行使できない。

ただし、新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき

正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでは

ない。

（ⅱ）その他の権利行使の条件は、定時株主総会及び取締役会決議

に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約

権割当契約書」に定めるところによる。

・当社役員の保有状況

 新株予約権の数 目的となる株式の数 保 有 者 数

取 締 役 200個 20,000株 1名

（注）　平成22年11月15日付にて、普通株式１株につき100株の割合で株式分割をし　

ております。これにより「新株予約権の数」、「新株予約権の目的となる

株式の数」、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」、「新

株予約権の行使に際して株式を発行する場合の資本組入額」が調整されて

おります。
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ニ．平成24年１月30日開催の取締役会決議による新株予約権

・新株予約権の数

300個（新株予約権１個につき100株）

・新株予約権の目的となる株式の数

30,000株

・新株予約権の払込金額

無償

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１個当たり　34,500円（１株当たり　345円）

・新株予約権を行使することができる期間

平成26年３月１日から平成29年２月28日まで

・新株予約権の行使に際して株式を発行する場合の資本組入額

１株当たり　172円50銭

・新株予約権の行使の条件

（ⅰ）新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」とい

う｡ ）が当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従

業員等の地位を失ったときは、新株予約権を行使できない。

ただし、新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき

正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでは

ない。

（ⅱ）その他の権利行使の条件は、定時株主総会及び取締役会決議

に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約

権割当契約書」に定めるところによる。

・当社役員の保有状況

 新株予約権の数 目的となる株式の数 保 有 者 数

取 締 役 300個 30,000株 2名
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ホ．平成24年６月14日開催の取締役会決議による新株予約権

・新株予約権の数

100個（新株予約権１個につき100株）

・新株予約権の目的となる株式の数

10,000株

・新株予約権の払込金額

無償

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１個当たり　32,200円（１株当たり　322円）

・新株予約権を行使することができる期間

平成26年８月１日から平成29年７月31日まで

・新株予約権の行使に際して株式を発行する場合の資本組入額

１株当たり　161円

・新株予約権の行使の条件

（ⅰ）新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」とい

う｡ ）が当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従

業員等の地位を失ったときは、新株予約権を行使できない。

ただし、新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき

正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでは

ない。

（ⅱ）その他の権利行使の条件は、定時株主総会及び取締役会決議

に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約

権割当契約書」に定めるところによる。

・当社役員の保有状況

 新株予約権の数 目的となる株式の数 保 有 者 数

監 査 役 100個 10,000株 2名
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②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予

約権の状況　

イ. 平成24年１月30日開催の取締役会決議による新株予約権

・新株予約権の数

800個（新株予約権１個につき100株）

・新株予約権の目的となる株式の数

80,000株

・新株予約権の払込金額

無償

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１個当たり　34,500円（１株当たり　345円）

・新株予約権を行使することができる期間

平成26年３月１日から平成29年２月28日まで

・新株予約権の行使に際して株式を発行する場合の資本組入額

１株当たり　172円50銭

・新株予約権の行使の条件

（ⅰ）新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」とい

う｡ ）が当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従

業員等の地位を失ったときは、新株予約権を行使できない。

ただし、新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき

正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでは

ない。

（ⅱ）その他の権利行使の条件は、定時株主総会及び取締役会決議

に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約

権割当契約書」に定めるところによる。

・当社使用人等への交付状況

 新株予約権の数 目的となる株式の数 交 付 者 数

当 社 使 用 人 700個 70,000株 7名

子会社の役員及び使用人 100個 10,000株 2名
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ロ. 平成24年６月14日開催の取締役会決議による新株予約権

・新株予約権の数

2,300個（新株予約権１個につき100株）

・新株予約権の目的となる株式の数

230,000株

・新株予約権の払込金額

無償

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１個当たり　32,200円（１株当たり　322円）

・新株予約権を行使することができる期間

平成26年８月１日から平成29年７月31日まで

・新株予約権の行使に際して株式を発行する場合の資本組入額

１株当たり　161円

・新株予約権の行使の条件

（ⅰ）新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」とい

う｡ ）が当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従

業員等の地位を失ったときは、新株予約権を行使できない。

ただし、新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき

正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでは

ない。

（ⅱ）その他の権利行使の条件は、定時株主総会及び取締役会決議

に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約

権割当契約書」に定めるところによる。

・当社使用人等への交付状況

 新株予約権の数 目的となる株式の数 交 付 者 数

当 社 使 用 人 2,165個 216,500株 40名

子会社の役員及び使用人 135個 13,500株 2名
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(3) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（平成24年12月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役会長兼社長 土 井 春 彦
社長室担当、内部監査室担当、㈲ト
リリオン取締役社長

取 締 役 副 社 長 鈴 木 一 彦

海外事業統括本部長、グループにお
ける海外事業及び技術系アウトソー
シング事業の管掌、㈱ＯＳインター
ナショナル代表取締役、㈱アウトソ
ーシングテクノロジー取締役、㈱ア
ールピーエム取締役、㈱トライアン
グル取締役、エルゼクス㈱取締役、
㈱アストロン取締役、REVSONIC-ES
㈱取締役、奥拓索幸（上海）企業管
理服務有限公司董事長、㈱アウトソ
ーシング・システム・コンサルティ
ング取締役、アスカ・クリエイショ
ン㈱取締役、㈱グレイスケール取締
役

専 務 取 締 役 三 好 孝 秀

営業本部長、グループにおける製造
系アウトソーシング事業の管掌、㈱
ＯＲＪ代表取締役社長、㈱大生エン
ジニアリング代表取締役社長

常 務 取 締 役 岩 倉 　 章 営業副本部長

取 締 役 植 松 政 臣 経営管理本部長

常 勤 監 査 役 大 髙 　 洋  
監 査 役 淺 羽 忠 克 ㈲満伸総業代表取締役社長

監 査 役 池 島 幸 治 　

（注）1.　監査役大髙洋氏、監査役淺羽忠克氏及び監査役池島幸治氏は、社外監査役でありま
す。

2.　平成24年３月28日開催の第15期定時株主総会終結の時をもって、取締役竹山裕彦氏
は辞任により退任いたしました。

3.　当社は、監査役大髙洋氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、
同取引所に届け出ております。

　
②　取締役及び監査役の報酬等の額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

 名 千円
取 締 役 6 151,680

監 査 役
（ う ち 、 社 外 監 査 役 ）

3
(3)

18,038
(18,038)

合 計
（ う ち 、 社 外 役 員 ）

9
(3)

169,719
(18,038)

（注）1.　上記には、平成24年３月28日開催の第15期定時株主総会終結の時をもって、辞任に
より退任した取締役１名を含んでおります。

2.　取締役の報酬限度額は、平成17年３月30日開催の第８期定時株主総会において年額
400,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。）と決
議いただいております。

3.　監査役の報酬限度額は、平成15年３月27日開催の第６期定時株主総会において年額
20,000千円以内と決議いただいております。

4.　上記には、ストックオプションによる報酬額を含んでおります。　
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③　社外役員に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係

区 分 氏 名 重 要 な 兼 職 の 状 況 当社と兼職先との関係

常勤監査役 大 髙　　洋 － －

監　査　役 淺 羽 忠 克 ㈲満伸総業代表取締役社長 無

監　査　役 池 島 幸 治 － －

　

ロ．当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名
取 締 役 会 監 査 役 会

出 席 回 数 出 席 回 数

常勤監査役 大 髙　　洋 　29回中28回 　17回中17回

監　査　役 淺 羽 忠 克 　29回中29回 　17回中17回

監　査　役 池 島 幸 治 　29回中29回 　17回中17回

　
　　
・取締役会における発言状況　

　各監査役は、それぞれの得意分野の見地から意見を述べる等、取締
役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っ
ております。

　

・監査役会における発言状況　

　各監査役は、監査役会において監査結果に関する意見交換、監査に
関する重要事項の協議を行うほか、代表取締役との意見交換会を定期
的に行う等、それぞれの得意分野の見地を活かした活動を行っており
ます。

　

(4) 会計監査人の状況

①　名称 有限責任監査法人トーマツ

　

②　報酬等の額

 報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 28,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額

53,063千円

（注） 　当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており

ます。
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③　非監査業務の内容

　当社は、財務調査等に関する合意された手続業務を有限責任監査法人

トーマツに委託しております。

　

④　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要

があると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、または、監査

役会の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会

議の目的とすることといたします。

　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該

当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会

計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、

解任後 初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した

旨と解任の理由を報告いたします。

　

(5) 業務の適正を確保するための体制

　　1.　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

　　　　するための体制

(1)法令及び定款の遵守に関する基本行動規範として「企業倫理行動規範」

を定め、取締役、監査役及び使用人に周知徹底する。

(2)取締役が他の取締役の法令及び定款に違反する行為を発見した場合は、

直ちに監査役及び取締役会に報告するなどガバナンス体制を強化し、

当該行為を未然に防止する。

(3)法令・社会規範等の違反行為等の早期発見・是正を目的として、公正

な第三者機関に委託した「内部通報制度」を設け効果的な運用を図る。

(4)内部監査部門として業務執行部門とは独立した内部監査室を設け、常

時かつ専門的な業務監視体制をとり、その結果を社長及び監査役に報

告する。

2.　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

「文書管理規程」に基づき、取締役の職務執行に係る情報を文書または

電磁的媒体（以下「文書等」という）に記録し、保存する。取締役、監

査役及び会計監査人等からの閲覧要請があった場合には、各部門長が中

心となり、情報の収集、提出を行う体制とする。
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　　3.　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)経営管理本部を全社的なリスクの統括管理部門として位置づけ、総務

部がリスク管理・運営並びに規程の整備を行い実効性のある管理を推

進するとともに、法務部による法的対応の実施や、 新法令の社内へ

の伝達を行う等、内部統制と一体化したリスク管理を推進する。

(2)不測の事態が発生したときは、社長を本部長とする「緊急対策本部」

を設置し、情報連絡チーム及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザリ

ーチームを組織し迅速な対応をとるとともに、損害の拡大を防止しこ

れを 小限に止める体制を整える。

4.　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)定例取締役会を原則として毎月１回開催するほか、必要に応じて適宜

開催するものとし、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況を監

督する。

(2)取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規

程等の社内規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続

きの詳細を定め、適正かつ効率的に業務が執行される体制を確保する。

(3)当社経営にかかる重要事項を審議する機関として、取締役、執行役員、

常勤監査役で構成する経営会議を設置し、原則として毎月１回開催す

るほか、必要に応じて適宜開催することで、業務執行の効率化、意思

決定の迅速化を図る。

5.　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため

の体制

(1)「関係会社管理規程」に基づき、当社子会社を管掌する部門の役割を

明確にし、子会社代表の業務執行状況を監視･監督する。

(2)子会社の経営活動上の重要な意思決定事項は、当社取締役会に報告し、

承認を得ることとする。

(3)各子会社から少なくとも毎月１回経営状況について報告を受けるとと

もに、取締役、執行役員、常勤監査役及びグループ各社の代表取締役

で構成するグループ経営に関する経営会議を必要に応じて開催し、グ

ループ間の情報共有・意思疎通及び経営方針の統一化を図る。

(4)当社の内部監査室は、定期的に子会社の業務監査及び会計監査等を実

施し、その結果を社長及び監査役に報告する。
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6.　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけ

る当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に

関する事項

　　当社は、監査役の必要に応じてその職務を補助する使用人を置くこと

とし、当該使用人は監査役の指揮命令に従うとともに、その人選・人

事異動・人事評価・懲戒処分等については取締役と監査役が意見交換

し決定する。

7.　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への

　　報告に関する体制

(1)監査役は、意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締

役会のほか重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に

関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて、取締役及び使用人にその

説明を求めるものとする。

(2)取締役及び使用人は、会社の業務または業績に影響を与える重要な事

実を発見したときは、遅滞なく監査役に報告しなければならない。

8.　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監査役と社長及び他の取締役は、相互の意思疎通を図るため、適宜に

意見交換会を開催する。

(2)監査役は、会計監査人から会計監査の内容につき説明を受け、情報の

交換を行うなど連携を密にし、監査役監査の実効性確保を図るものと

する。

(3)監査役と内部監査室は、適宜に内部監査結果及び指摘・提言事項等に

つき協議及び意見交換を行い、連携して監査にあたるものとする。

9.　財務報告の信頼性を確保するための体制

　当社及び当社子会社は財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取

引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制

システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に

評価し、必要な是正を行う。

10.　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制整備について

当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対し

ては、断固たる行動をとるものとし、一切の関係を遮断することを

「企業倫理行動規範」に定め、基本方針とする。また、反社会的勢力

対策規程を制定し、経営管理本部統括のもと反社会的勢力対応マニュ

アルに基づく管理を徹底するとともに、適宜に警察・顧問弁護士等の

外部専門機関と連携し、組織的かつ速やかに対応する。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成24年12月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

の れ ん

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

敷 金 及 び 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

繰 延 資 産

社 債 発 行 費

9,431,277

3,363,905

5,232,946

64,131

68,269

405,398

63,489

257,966

△24,829

4,433,455

2,008,979

1,156,196

265,462

70,970

441,199

73,940

1,208

1,372,927

1,108,194

264,733

1,051,548

166,399

683,595

51,057

151,587

△1,091

1,677

1,677

流 動 負 債 6,875,722

支払手形及び買掛金 208,694

短 期 借 入 金 2,020,000

１年内返済予定の長期借入金 554,917

未 払 金 2,341,638

未 払 費 用 592,478

未 払 法 人 税 等 130,496

未 払 消 費 税 等 439,373

繰 延 税 金 負 債 2,792

賞 与 引 当 金 14,829

そ の 他 570,503

固 定 負 債 2,478,818

社 債 76,750

長 期 借 入 金 1,582,044

繰 延 税 金 負 債 11,367

退 職 給 付 引 当 金 356,661

負 の の れ ん 186,378

そ の 他 265,617

負 債 合 計 9,354,541

純 資 産 の 部

株 主 資 本 4,008,563

資 本 金 485,443

資 本 剰 余 金 881,614

利 益 剰 余 金 3,032,600

自 己 株 式 △391,094

その他の包括利益累計額 78,674

その他有価証券評価差額金 2,894

為替換算調整勘定 75,780

新 株 予 約 権 103,566

少 数 株 主 持 分 321,064

純 資 産 合 計 4,511,869

資 産 合 計 13,866,410 負 債 純 資 産 合 計 13,866,410

（注）記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(平成24年１月１日から
平成24年12月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 　 42,090,453

売 上 原 価 　 33,618,302

売 上 総 利 益 　 8,472,151

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 　 7,471,638

営 業 利 益 　 1,000,512

営 業 外 収 益 　  

受 取 利 息 6,529  

受 取 配 当 金 4,844  

不 動 産 賃 貸 料 415,534  

負 の の れ ん 償 却 額 138,337  

助 成 金 収 入 10,985  

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 41,040  

そ の 他 90,899 708,172

営 業 外 費 用 　  

支 払 利 息 37,014  

不 動 産 賃 貸 原 価 456,198  

そ の 他 61,565 554,778

経 常 利 益 　 1,153,906

特 別 利 益 　  

固 定 資 産 売 却 益 1,179  

負 の の れ ん 発 生 益 15,344 16,524

特 別 損 失 　  

固 定 資 産 除 売 却 損 13,195  

減 損 損 失 39,221  

の れ ん 償 却 額 52,741  

事 務 所 移 転 費 用 69,960 175,118

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 　 995,311

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 241,892  

法 人 税 等 調 整 額 69,816 311,708

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 　 683,602

少 数 株 主 利 益 　 41,932

当 期 純 利 益 　 641,670

（注）記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(平成24年１月１日から
平成24年12月31日まで)

（単位：千円）

 
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

平成24年１月１日　残高 485,443 881,614 2,469,153 △391,094 3,445,116

連結会計年度中の変動額      

剰 余 金 の 配 当         △115,442     △115,442

当 期 純 利 益         641,670     641,670

連 結 範 囲 の 変 動         37,218     37,218

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

    　

連結会計年度中の変動額合計 － － 563,446 － 563,446

平成24年12月31日　残高 485,443 881,614 3,032,600 △391,094 4,008,563

 

その他の包括利益累計額

新株予約権
少数株主
持　　分

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

為替換算
調整勘定

その他の包括利益
累計額合計

平成24年１月１日　残高 △1,372 △3,459 △4,832 91,996 138,382 3,670,664

連結会計年度中の変動額       

剰 余 金 の 配 当      △115,442

当 期 純 利 益      641,670

連 結 範 囲 の 変 動      37,218

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

4,267 79,239 83,507 11,569 182,681 277,758

連結会計年度中の変動額合計 4,267 79,239 83,507 11,569 182,681 841,204

平成24年12月31日　残高 2,894 75,780 78,674 103,566 321,064 4,511,869

（注）記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表
（平成24年12月31日現在）

 （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

貯 蔵 品

前 払 費 用

関係会社短期貸付金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

の れ ん

ソ フ ト ウ ェ ア

リ ー ス 資 産

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

関係会社長期貸付金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

敷 金 保 証 金

そ の 他

投 資 損 失 引 当 金

3,864,903

147,388

364,321

2,213,870

10,639

255,149

603,266

59,428

247,868

△37,029

6,162,007

1,140,462

689,739

27,709

458

9,489

39,634

299,490

73,940

465,217

267,802

55,028

109,749

32,636

4,556,327

121,628

3,459,044

6,460

493,881

11,076

46,000

426,785

22,056

△30,606

流 動 負 債 4,568,560

短 期 借 入 金 2,020,000

１年内返済予定の長期借入金 512,065

リ ー ス 債 務 42,130

未 払 金 1,419,913

未 払 費 用 93,874

未 払 法 人 税 等 17,322

未 払 消 費 税 等 243,362

預 り 金 210,430

そ の 他 9,460

固 定 負 債 1,831,536

長 期 借 入 金 1,396,316

リ ー ス 債 務 153,169

退 職 給 付 引 当 金 132,929

負 の の れ ん 80,514

そ の 他 68,607

負 債 合 計 6,400,097

純 資 産 の 部

株 主 資 本 3,523,165

資 本 金 485,443

資 本 剰 余 金 881,614

資 本 準 備 金 596,243

その他資本剰余金 285,370

利 益 剰 余 金 2,547,201

その他利益剰余金 2,547,201

別 途 積 立 金 105,000

繰越利益剰余金 2,442,201

自 己 株 式 △391,094

評価・換算差額等 82

その他有価証券評価差額金 82

新 株 予 約 権 103,566

純 資 産 合 計 3,626,813

資 産 合 計 10,026,910 負 債 純 資 産 合 計 10,026,910

（注）記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

( 平成24年１月１日から
平成24年12月31日まで )

 （単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 　 21,780,820

売 上 原 価 　 17,169,358

売 上 総 利 益 　 4,611,462

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 　 4,325,832

営 業 利 益 　 285,629

営 業 外 収 益 　 　

受 取 利 息 8,200 　

受 取 配 当 金 65,185 　

不 動 産 賃 貸 料 293,016 　

負 の の れ ん 償 却 額 69,012 　

そ の 他 21,416 456,830

営 業 外 費 用 　 　

支 払 利 息 29,563 　

不 動 産 賃 貸 原 価 300,460 　

そ の 他 34,363 364,387

経 常 利 益 　 378,073

特 別 利 益 　 　

抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益 39,828 39,828

特 別 損 失 　 　

固 定 資 産 除 売 却 損 221 　

減 損 損 失 26,506 　

関 係 会 社 株 式 評 価 損 236,599 　

事 務 所 移 転 費 用 51,287 　

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 36,643 　

投 資 損 失 引 当 金 繰 入 額 30,606 381,864

税 引 前 当 期 純 利 益 　 36,036

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 10,065 　

法 人 税 等 調 整 額 △44,515 △34,450

当 期 純 利 益 　 70,487

（注）記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

( 平成24年１月１日から
平成24年12月31日まで )

 （単位：千円）

　

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株 主 資 本
合 計

資本準備金
その他資本
剰 余 金

資本剰余金
合 計

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別 途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

平成24年１月１日　残高 485,443 596,243 285,370 881,614 105,000 2,487,157 2,592,157 △391,094 3,568,120

事業年度中の変動額 　 　 　 　 　 　 　 　 　

剰 余 金 の 配 当                     △115,442 △115,442     △115,442

当 期 純 利 益                     70,487 70,487     70,487

株主資本以外の
項目の事業年度中
の変動額（純額）

                                　

事業年度中の変動額合計 - - - - - △44,955 △44,955 - △44,955

平成24年12月31日　残高 485,443 596,243 285,370 881,614 105,000 2,442,201 2,547,201 △391,094 3,523,165

　

評 価 ・ 換 算 差 額 等

新 株 予 約 権 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

平成24年１月１日　残高 △446 △446 91,996 3,659,670

事業年度中の変動額 　 　 　 　

剰 余 金 の 配 当             △115,442

当 期 純 利 益             70,487

株主資本以外の
項目の事業年度中
の変動額（純額）

529 529 11,569 12,098

事業年度中の変動額合計 529 529 11,569 △32,856

平成24年12月31日　残高 82 82 103,566 3,626,813

（注）記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。



－ 36 －

連結計算書類に係る会計監査報告

 独立監査人の監査報告書  

 平成２５年２月１４日 

 株式会社アウトソーシング  

 取締役会　御中  

 有限責任監査法人 ト　ー　マ　ツ  

 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 篠原　孝広 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 山田　剛己 
 

 

　

　

　
当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社アウトソーシングの

平成２４年１月１日から平成２４年１２月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、す
なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表に
ついて監査を行った。
　
連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要
な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算

書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算
書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続

が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統
制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正
な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書
類の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。
　
監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠して、株式会社アウトソーシング及び連結子会社からなる企業集団の
当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。　
以　　上
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計算書類に係る会計監査報告

 独立監査人の監査報告書  

 平成２５年２月１４日 

 株式会社アウトソーシング  

 取締役会　御中  

 有限責任監査法人 ト　ー　マ　ツ  

 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 篠原　孝広 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 山田　剛己 
 

 　
当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社アウトソーシ

ングの平成２４年１月１日から平成２４年１２月３１日までの第１６期事業年度の計算書
類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにそ
の附属明細書について監査を行った。
　
計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類

及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査
法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保
証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手

するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬によ
る計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。
　
監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の
財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。
以　　上
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監査役会の監査報告

 監　査　報　告　書  

 　当監査役会は、平成24年１月１日から平成24年12月31日までの第16期事業年度の取締役

の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告に基づき、審議の結果、監査役全員

の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

　

1.　監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、当期の監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況

及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況

について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担

等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監

査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び内

部監査室等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重

要な稟議書等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いた

しました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合

することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なも

のとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会

決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、

取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説

明を求め、意見を表明いたしました。

　子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、

必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度

に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監

視するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ

て説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保

するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理

基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、

必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並

びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び

連結注記表）について検討いたしました。
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 2.　監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し

ているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な

事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、

当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につ

いても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認

めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認

めます。　

　

 

 平成25年２月21日  

 株式会社アウトソーシング　監査役会  

 

常 勤 監 査 役 大　髙　　　洋 ㊞

監 査 役 淺　羽　忠　克 ㊞

監 査 役 池　島　幸　治 ㊞

（注）常勤監査役大髙洋及び監査役淺羽忠克、池島幸治は、会社法第２条第16号及び第335

条第３項に定める社外監査役であります。

　　

 

　

　

　

　

以　上
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株主総会参考書類

　

議案及び参考事項

　　

第１号議案　剰余金処分の件

　剰余金処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

　期末配当に関する事項

　第16期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等

を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

①　配当財産の種類

金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金８円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は115,442,400円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年３月28日といたしたいと存じます。
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第２号議案　取締役２名選任の件

　常務取締役岩倉章氏は本総会終結の時をもって辞任いたします。つきま

しては、経営体制の強化を図るため、１名を増員し、取締役２名の選任を

お願いするものであります。

　取締役候補者は次のとおりであります。　

候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、
担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当
社株式の数

※１
こ

古
が

賀
ひで

英
かず

一
（昭和46年６月25日）

平成５年６月　富士倉庫運輸㈱入社
平成８年９月　㈱滋賀物流サービス入社
平成12年６月　㈱ヴイ企画入社
平成14年１月　㈱アスティ入社
平成14年６月　㈱ネクスター入社
平成17年12月　当社入社　執行役員第３支社長就任
平成18年12月　当社執行役員第１支社長兼第２支社

長就任　
平成20年１月　当社事業所管理部副部長就任
平成20年２月　当社島田工場長就任
平成21年１月　当社管理本部付就任
平成22年２月　当社経営企画本部長付執行役員就任
平成22年３月　当社経営管理本部長付執行役員就任
平成22年６月　㈱トライアングル取締役就任
平成22年６月　㈱アールピーエム取締役就任
平成22年７月　当社経営管理本部長付就任
平成22年９月　当社経営管理本部上席部長就任
平成23年12月　OS VIETNAM CO.,LTD.代表取締役就

任（現任）
平成24年２月　当社執行役員海外事業統括本部東南

アジア地区担当就任（現任）
平成24年２月　OS（THAILAND）CO.,LTD.代表取締役

社長就任（現任）
平成24年２月　PT.OS ENGINEERING & CONSULTANT

INDONESIA取締役就任（現任）
平成24年３月　OS POWER VIETNAM CO.,LTD.代表取

締役社長就任（現任）
平成24年11月　㈱ＯＳインターナショナル取締役就

任（現任）
平成25年１月　奥拓索幸（上海）企業管理服務有限

公司副董事長就任（現任）
平成25年１月　PT.SELNAJAYA PRIMA代表取締役就任

（現任）
（重要な兼職の状況）
　　　　　　　OS VIETNAM CO.,LTD.代表取締役
　　　　　　　OS（THAILAND）CO.,LTD.代表取締役

社長
　　　　　　　PT.OS ENGINEERING & CONSULTANT

INDONESIA取締役
　　　　　　　OS POWER VIETNAM CO.,LTD.代表取

締役社長
　            ㈱ＯＳインターナショナル取締役
　　　　　　　奥拓索幸（上海）企業管理服務有限

公司副董事長
　　　　　　　PT.SELNAJAYA PRIMA代表取締役

0株
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候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、
担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当
社株式の数

※２
も

茂
て

手
ぎ

木
まさ

雅
き

樹
（昭和53年10月28日）

平成14年４月　㈱テレアクセス入社
平成16年６月　㈱シーエスソリューション設立　
　　　　　　　代表取締役就任
平成18年１月　㈱グレイスケール設立　代表取締役

就任
平成22年３月　古籟依（大連）信息科技有限公司董

事長就任（現任）
平成24年８月　当社執行役員経営管理本部ＩＴ事業

担当就任（現任）
平成24年８月　㈱アウトソーシング・システム・コ

ンサルティング取締役就任
平成24年８月　アスカ・クリエイション㈱取締役就

任（現任）
平成24年９月　㈱アウトソーシング・システム・コ

ンサルティング代表取締役社長就任
（現任）

平成25年２月　㈱コンピュータシステム研究所取締
役就任（現任）

（重要な兼職の状況）
　　　　　　　古籟依（大連）信息科技有限公司董

事長
　　　　　　　アスカ・クリエイション㈱取締役
　　　　　　　㈱アウトソーシング・システム・コ

ンサルティング代表取締役社長
　　　　　　　㈱コンピュータシステム研究所取締

役

0株

（注）1.　※印は、新任の取締役候補者であります。

　　　2.　各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。　
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第３号議案　監査役１名選任の件

　監査役池島幸治氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、

監査役１名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関してましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりであります。　

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当
社株式の数

いけ

池
じま

島
こう

幸
じ

治
（昭和25年１月12日）

昭和48年４月　明治サービス㈱入社

昭和50年４月　明治デーリ㈱入社

昭和61年１月　㈱アトム（現㈱フーズネット）入社

昭和63年７月　同社取締役経理部長就任

平成４年７月　同社常務取締役就任

平成11年12月　同社常勤顧問就任　

平成12年８月　㈱夢研究所取締役就任

平成13年５月　㈱コンテンツジャパン入社

平成13年６月　同社監査役就任

平成14年10月　㈱ケア21入社　同社管理部長就任

平成16年１月　同社取締役管理部長就任

平成16年５月　同社取締役管理本部長就任

平成17年４月　同社取締役管理本部長兼総務部長就任

平成17年11月　同社取締役管理部門管掌就任

平成19年５月　㈱スリーエス入社

平成19年５月　㈱大生エンジニアリング監査役就任

平成19年８月　㈱フリーワーク入社

平成19年12月　同社取締役管理本部長就任

平成20年６月　同社取締役経理部長就任

平成21年３月　合併により当社監査役就任（現任）

0株

（注）1.　候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

　　　2.　候補者 池島幸治氏は、社外監査役候補者であります。

　　　3.　同氏は、これまでの取締役及び監査役の経験から、企業の財務分析、経営管理全

　　　　　般に関する知識や経験が豊富であり、また、現在当社社外監査役として、客観的

　　　　　な見地から適切な監査をしていただいていることから、引き続き社外監査役の候

　　　　　補者といたしました。　

　　　4.　同氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は

　　　　　本総会終結の時をもって４年となります。
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第４号議案　監査役の報酬額改定の件

当社の監査役の報酬額は、平成15年３月27日開催の第６期定時株主総会

において、年額20,000千円以内にてご承認いただきましたが、その後の経

済情勢の変化及び諸般の事情を考慮いたしまして、監査役の報酬額を年額

40,000千円以内に改定をお願いするものであります。

なお、現在の監査役は３名でありますが、第３号議案が原案どおり承認

可決されましても増減はなく、監査役は３名となります。　
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第５号議案　ストックオプションとして新株予約権を発行する件

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、以下のとおり、新

株予約権を発行すること及びかかる新株予約権の募集事項の決定を当社取

締役会に委任することについてのご承認をお願いするものであります。

　（新株予約権発行の要領）

1.　特に有利な条件をもって新株予約権を引き受ける者の募集をする理由

　当社の企業価値向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的とし、

当社の取締役、監査役及び従業員等に対してストックオプションとして

の新株予約権を発行するものであります。

　なお、従業員等には当社子会社の取締役及び監査役を含むものとしま

す。　

2.　本議案の承認決議による委任に基づいて当社取締役会が募集事項の決

定をすることができる新株予約権の発行要領

(1) 新株予約権の数の上限

　1,600個を上限とする。このうち、当社取締役及び監査役に割り当て

る新株予約権の個数は300個を上限とする。

(2) 新株予約権と引換えに払い込む金銭

　新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　当社普通株式160,000株を上限とする。このうち、当社取締役及び監

査役に割り当てる新株予約権の総株式数は、30,000株を上限とする。

　なお、各新株予約権の目的となる株式の数（以下、「付与株式数」

という。）は100株とする。

　また、当社が株式分割（株式無償割当ての場合を含む。以下、

同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数の調

整を行う。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利

行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行わ

れ、調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に上記(1) 記載の

新株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

　上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得な

い事由が生じたときは、合理的な範囲で当社が必要と認める株式数の

調整を行う。
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(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の

行使により交付を受けることができる株式１株当たりの行使に際して

出資される財産の価額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数

を乗じた金額とする。

　行使価額は、新株予約権を割当てる日（以下、「割当日」という。）

の属する月の前月の各日（取引が成立していない日を除く。）の、東

京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05

を乗じた金額（１円未満の端数切り上げ）とする。

　ただし、当該金額が割当日の終値（取引が成立しない場合はそれに

先立つ直近日の終値）を下回る場合は、当該終値とする。

　なお、割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。

①　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使

価額を調整し、調整により生じた１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率

②　当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行

う場合（新株予約権の行使による場合を除く。）、次の算式により

行使価額を調整し、調整により生じた１円未満の端数は切り上げる。

    既発行
株式数

＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調 整 後
行使価額

＝
調 整 前
行使価額

×
新株式発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総

数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処

分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、

「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」と読み替えるも

のとする。

③　新株予約権の割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割

を行う場合、資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に

準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範

囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

　新株予約権の割当日より２年を経過した日の属する月の翌月１日か

ら３年間とする。
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(6) 新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）

が当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員等の地位

を失ったときは、新株予約権を行使できない。ただし、新株予約権

者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役

会が認めた場合は、この限りではない。

②　新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することが

できる。ただし、各新株予約権の１個未満の行使はできないものと

する。

③　新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使す

ることができる。

(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本

金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資

本の額は、会社計算規則第１７条第１項に従い算出される資本金等

増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端

数は、これを切り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資

本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定

める増加する資本金の額を減じた額とする。

(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要

する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

①　当社は、新株予約権者または新株予約権者の相続人が権利行使の

条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合ま

たは権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができ

るものとする。

②　当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社とな

る株式移転計画・株式交換契約、また、当社が分割会社となる分割

計画・分割契約について当社株主総会の承認（株主総会の承認が不

要な場合は取締役会の決議）がなされた場合は、新株予約権を無償

で取得することができる。

③　当社は、新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場

合、新株予約権を無償で取得することができる。
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(10) 新株予約権の価額

　新株予約権の価額は、割当日における当社株価及び行使価額等の諸

条件をもとにブラックショールズ式を用いて算定する。

以　上
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会　場　ご　案　内　図

会場　　　　　　　　　ＫＫＲホテル東京　10階　「瑞宝の間」

東京都千代田区大手町一丁目４番１号

電話　03-3287-2921
　
会場付近略図　
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東京海上
日動火災

パレスホテル

りそな銀行

三井物産

毎日新聞社

学士会館

東京消防庁

気象庁
日本政策
　投資銀行

国際協力銀行
丸紅本社

首都高速環状線

竹　橋　駅

皇居東御苑

KKRホテル東京

（会場までの交通機関）

都営地下鉄三田線、新宿線：神保町駅下車Ａ９出口徒歩５分

東京メトロ東西線：竹橋駅下車（大手町寄り３ｂ出口から専用通路すぐ）

千代田線：大手町駅下車Ｃ２出口徒歩５分

ＪＲ東京駅（丸の内口）から車で５分


